
帝京大学「保育施設利用料補助制度」応募要項 

 

 本制度は、帝京大学（以下、「本学」と略す。）が、女性研究者の研究活動と育児の両立を支援するもの

で、お子さんの突発的な病気・けが・発熱等により夜間保育、休日保育、病児・病後児保育、学童保育の利

用に対する利用料金を補助することで、本学における研究活動の活性化および男女共同参画の推進を図る

ことを目的としています。利用を希望する方は下記に従い申請を行ってください。 

 

記 

【利用対象者】 

本学（短大を除く）に在職する研究者（男性研究者※も対象）で、夜間保育、休日保育、病児・病後児保

育、学童保育を利用した者 

通常の時間帯（平日7：30～18：00）の保育は対象外。 

病児

http://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/support_center/

